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一
　
は
じ
め
に

二
〇
一
五
年
に
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
御
徳
炭
鉱
に
み
る
海

軍
予
備
炭
田
の
実
態
」（
以
下
「
西
尾
・
宮
地
論
文
」
と
表
記
）
の
宮
地
氏
執
筆
箇
所

に
は
、「
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
七
月
一
三
日
に
は
海
軍
省
軍
務
局
長
の
諸
岡
頼

之
海
軍
少
将
名
に
よ
り
、
千
早
正
次
郎
に
対
し
て
御
徳
炭
鉱
の
採
炭
を
請
け
負
わ
せ

る
命
令
書
が
出
さ
れ
た
」
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
と
こ
ろ
に
千
早
正
次
郎
の
名
前

が
出
て
く
る
。

こ
の
千
早
正
次
郎
に
つ
い
て
、「
西
尾
・
宮
地
論
文
」
の
な
か
で
は
「
千
早
正
次
郎

は
、
山
口
県
豊
浦
郡
長
府
出
身
の
旧
長
府
藩
士
で
あ
っ
た
。」
と
記
述
さ
れ
、
ま
た
、

こ
の
文
章
の
注
で
「
こ
の
千
早
正
次
郎
と
同
時
代
に
筑
豊
地
方
で
活
躍
し
た
人
物
と

し
て
、
岐
阜
県
出
身
で
海
軍
主
計
学
校
を
卒
業
後
に
海
軍
大
主
計
な
ど
を
経
て
九
州

田
川
炭
坑
会
社
の
総
支
配
人
や
代
議
士
を
歴
任
し
た
同
姓
同
名
の
千
早
正
次
郎
（
一

八
五
六－

一
九
三
八
）
が
い
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
千
早
正
次
郎
と
は
全

く
の
別
人
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）

（
２
）

こ
の
二
点
の
記
述
が
事
実
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、

検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

千
早
正
次
郎
は
、
原
稿
用
紙
三
百
余
枚
に
及
ぶ
「
回
顧
録
」
を
残
し
た
（
一
部
欠

損
）。二

〇
二
〇
年
に
、
千
早
正
次
郎
の
曾
孫
に
あ
た
り
、
現
在
は
中
津
川
市
苗
木
遠
山

史
料
館
資
料
調
査
員
の
千
早
保
之
氏
が
こ
の
回
顧
録
を
現
代
語
訳
し
、『
回
顧
録

　
明

治
の
実
業
家

　
千
早
正
次
郎
の
波
瀾
重
畳
』（
以
下
『
重
畳
』
と
表
記
）
と
し
て
出
版

し
て
い
る
た
め
、
こ
の
現
代
語
訳
の
『
重
畳
』
を
ベ
ー
ス
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
と

す
る
。『
重
畳
』
か
ら
資
料
引
用
を
行
う
際
に
は
注
記
を
付
し
た
が
、
そ
れ
以
外
で
も

特
段
の
注
記
が
な
い
箇
所
は
『
重
畳
』
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

「
回
顧
録
」
に
は
日
付
が
ほ
と
ん
ど
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
重
畳
』
編
纂
時
に
千

早
保
之
氏
も
苦
労
し
た
よ
う
で
、
時
期
に
つ
い
て
は
正
次
郎
の
記
述
内
容
な
ど
か
ら

推
察
し
た
も
の
も
み
ら
れ
る
。

な
お
、「
西
尾
・
宮
地
論
文
」
は
、『
重
畳
』
を
読
み
な
が
ら
千
早
正
次
郎
に
関
連

す
る
こ
と
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
い
た
と
こ
ろ
ヒ
ッ
ト
し
、
拝
読

（
３
）

【
研
究
ノ
ー
ト
】
御
徳
炭
鉱
へ
の
千
早
正
次
郎
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

千

早

陽

生
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さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
前
史

千
早
正
次
郎
は
、
河
内
正
右
衛
門
を
父
と
し
て
、
一
八
五
六
（
安
政
三
）
年
に
江

戸
で
生
ま
れ
た
。

当
時
、
苗
木
藩
江
戸
家
老
だ
っ
た
正
次
郎
の
祖
父
河
内
三
郎
右
衛
門
正
方
は
、
と

あ
る
事
件
に
よ
っ
て
一
八
四
〇
（
天
保
一
一
）
年
に
獄
死
し
た
。
そ
の
後
、
苗
木
藩

江
戸
屋
敷
で
の
債
務
破
綻
が
明
ら
か
と
な
り
多
く
の
処
罰
者
が
出
て
（「
河
内
の
一

件
」）、
河
内
家
は
家
名
断
絶
と
な
り
江
戸
屋
敷
を
追
わ
れ
て
お
り
、
正
次
郎
が
生
ま

れ
た
と
き
河
内
正
右
衛
門
は
二
三
歳
で
浪
人
の
身
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
、
妻
が
あ
り
子
が
で
き
た
河
内
正
右
衛
門
が
ど
の
よ
う
に
生
活
の
糧

を
得
て
い
た
の
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
河
内
正
右
衛
門
は

獄
死
し
た
河
内
三
郎
右
衛
門
正
方
の
一
七
歳
年
下
の
末
弟
で
あ
っ
た
が
、
河
内
三
郎

右
衛
門
正
方
の
養
子
に
な
っ
て
い
た
。

一
八
六
〇
（
安
政
七
）
年
、
苗
木
藩
主
の
遠
山
友
禄
が
奏
者
番
と
な
り
、
翌
一
八

六
一
（
文
久
元
）
年
に
若
年
寄
と
な
っ
た
と
き
、
正
方
の
仕
事
ぶ
り
を
評
価
し
て
い

た
友
禄
に
よ
り
、
河
内
正
右
衛
門
は
苗
木
藩
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

と
き
河
内
姓
を
千
早
姓
に
あ
ら
た
め
、
正
理
と
名
乗
り
、
苗
木
藩
江
戸
屋
敷
詰
め
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
、
正
理
は
、
す
で
に
苗
木
に
帰
っ
て
い
た
藩
主
遠
山
友

禄
の
夫
人
美
子
を
江
戸
か
ら
苗
木
に
連
れ
帰
り
、
正
次
郎
も
江
戸
か
ら
苗
木
に
移
り

住
む
こ
と
と
な
っ
た
。
正
理
は
、
苗
木
藩
庁
で
は
な
く
一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
に

創
設
さ
れ
た
苗
木
藩
校
日
新
館
で
、
筆
学
と
し
て
勤
め
、
正
次
郎
も
職
員
と
し
て
名

（
４
）

（
５
）

（
６
）

前
を
連
ね
て
い
る
。

一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
、
正
次
郎
は
苗
木
藩
銃
士
と
な
る
が
、
一
八
七
一
（
明

治
四
）
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
苗
木
藩
が
苗
木
県
と
な
っ
た
こ
と
で
職
を
失
い
、
一

八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
上
京
、
東
京
府
立
育
英
義
塾
で
学
ぶ
こ
と
と
な
る
。

廃
藩
置
県
の
と
き
、
苗
木
県
で
は
次
の
よ
う
に
布
告
さ
れ
て
い
る
。

「
銃
手
一
同
へ

　
一
、
今
般
解
兵
願
済
ニ
付
勤
向
差
許
候
事

　
辛
未
七
月

　
苗
木
県
庁
」。

三
　
海
軍
時
代

上
京
し
た
正
次
郎
は
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
司
法
省
法
学
校
の
試
験
を
受

け
る
も
不
合
格
と
な
り
、
同
年
暮
れ
に
海
軍
主
計
学
校
（
当
時
は
「
海
軍
会
計
学
舎
」、

後
に
「
海
軍
主
計
学
舎
」
と
変
遷
）
の
入
学
試
験
を
受
け
、
合
格
し
た
。

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
一
月
に
正
次
郎
は
主
計
学
校
に
入
学
し
、
一
八
七
八
（
明

治
一
一
）
年
一
二
月
に
主
計
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
海
軍
に
入
り
、
浅

間
艦
乗
組
を
命
じ
ら
れ
た
が
悪
性
チ
フ
ス
に
よ
り
海
軍
病
院
に
入
院
し
て
し
ま
っ
た
。

快
復
後
は
主
計
補
と
し
て
医
務
局
（
長
谷
川
貞
雄
局
長
、
後
に
貴
族
院
議
員
）
に
勤

務
す
る
こ
と
と
な
り
、
医
務
局
の
改
革
を
担
っ
た
。

一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
新
造
の
磐
城
艦
に
一
年
間
乗
り
組
み
、
そ
の
後
海

軍
経
理
局
を
経
て
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
浅
間
艦
乗
り
組
み
と
な
っ
た
。
こ

の
と
き
浅
間
艦
副
長
で
あ
っ
た
山
本
権
兵
衛
（
当
時
は
大
尉
、
一
八
九
八
（
明
治
三

一
）
年
に
海
軍
大
臣
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
伯
爵
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）

年
に
内
閣
総
理
大
臣
）
の
知
遇
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。

正
次
郎
は
、
山
本
権
兵
衛
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
に

（
７
）

（
８
）
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は
海
軍
主
計
本
部
第
一
科
長
心
得
と
な
り
、
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
四
月
に
は

天
城
艦
主
計
官
に
転
任
し
、
同
年
一
二
月
に
官
制
改
革
が
あ
る
と
、
天
城
艦
主
計
官

か
ら
海
軍
経
理
局
供
給
課
主
事
と
な
っ
て
い
る
。

一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
、
正
次
郎
は
初
代
海
軍
大
臣
の
西
郷
従
道
の
海
外
視

察
に
随
行
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
が
、
同
年
四
月
、
主
計
官
懇
親
会
の
席
上
、
同
僚

の
飯
村
知
・
加
唐
為
重
と
と
も
に
林
清
康
会
計
局
長
（『
重
畳
』
で
は
経
理
局
と
な
っ

て
い
る
）
に
直
接
意
見
し
、
会
場
は
局
長
擁
護
派
と
の
間
で
乱
闘
騒
ぎ
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
事
件
に
よ
り
正
次
郎
、
飯
村
、
加
唐
は
軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
、
正

次
郎
は
軽
禁
錮
七
ヶ
月
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
獄
中
に
お
い
て
、「
加
唐
為
重
を
中
心
と
し
、
飯
村
知
、
千
早
正
次
郎
の
三
名

は
生
命
保
険
事
業
を
研
究
し
、
帝
国
生
命
の
創
立
を
盟
約
」
し
た
。
七
ヶ
月
の
刑
期

満
了
後
、
正
次
郎
は
海
軍
へ
の
復
職
を
拒
否
し
、
海
軍
を
去
っ
て
い
る
。

四
　
田
川
炭
鉱

生
命
保
険
会
社
創
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
正
次
郎
と
飯
村
知
は
、「
民
間
に
知
己
を
得

る
と
同
時
に
創
立
費
用
調
達
の
便
を
得
て
間
接
に
会
社
設
立
の
事
業
を
賛
け
る
」
た

め
に
民
間
の
会
社
に
入
る
こ
と
と
し
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
、
正
次
郎
は
長

谷
川
貞
雄
に
呼
ば
れ
、
藤
田
伝
三
郎
（
藤
田
財
閥
創
始
者
）
や
大
倉
喜
八
郎
（
大
倉

財
閥
創
始
者
）
が
設
立
し
た
「
内
外
用
達
会
社
」
支
配
人
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
。

ち
な
み
に
内
外
用
達
会
社
の
理
事
長
は
、
陸
軍
か
ら
入
っ
た
福
島
良
介
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
帝
国
生
命
会
社
が
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
二
月
に
加
唐
為
重
を

理
事
長
と
し
て
創
立
さ
れ
る
と
、
正
次
郎
は
直
接
に
は
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

正
次
郎
の
海
軍
時
代
の
同
僚
た
ち
は
す
で
に
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
で
、
内

（
９
）

（
10
）

外
用
達
会
社
の
海
軍
に
お
け
る
「
被
服
糧
食
及
び
海
外
輸
入
に
係
る
鉄
材
機
械
等
は

凡
て
会
社
の
手
に
落
ち
」、
会
社
は
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
正
次
郎

と
し
て
は
、
会
社
が
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
よ
り
も
海
軍
に
利
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
大

事
だ
っ
た
よ
う
で
、
ま
た
大
倉
喜
八
郎
と
の
意
見
も
食
い
違
っ
た
こ
と
か
ら
、
ま
も

な
く
退
社
の
意
を
固
め
、
眼
病
の
治
療
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
一
二
月
二
〇
日
に
福
島

良
介
か
ら
「
田
川
の
海
軍
予マ

マ
田
炭
が
解
放
さ
れ
て
海
軍
需
用
の
石
炭
を
得
て
、
海
軍

需
用
の
石
炭
を
納
付
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
一
日
千
ト
ン
の
民
間
需
要
炭
の
採
掘
を

な
す
」
会
社
に
誘
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
計
画
は
一
時
頓
挫
し
て

し
ま
う
。
頓
挫
の
背
後
に
は
大
隈
重
信
と
井
上
馨
の
対
立
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
て
正
次
郎
は
直
ち
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
翌
年
五
月
に
福

島
良
介
か
ら
再
度
の
要
請
が
あ
る
と
こ
れ
に
応
じ
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
六

月
に
は
東
京
を
引
き
払
っ
て
、
家
族
は
苗
木
に
移
し
、
福
島
良
介
を
社
長
と
す
る
田

川
採
炭
会
社
に
赴
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
田
川
採
炭
会
社
の
相
談
役
は
、
渋

沢
栄
一
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
約
一
〇
年
の
あ
い
だ
、
正
次
郎
は
田
川
炭
鉱
の
採
炭
事
業
に
か
か
わ
る
が
、

事
業
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
課
題
が
あ
り
、
株
主
と
衝
突
し
た
り
炭
鉱
の
火
災
も
あ
っ

て
苦
労
し
た
よ
う
で
、
そ
の
経
過
は
「
重
畳
」
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
石
炭
の
運
送
で
は
「
豊
洲
鐵
道
会
社
」（
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
開

業
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
九
州
鉄
道
に
合
併
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年

国
有
化
、
日
豊
本
線
）
を
設
立
し
た
が
、
鉄
道
省
は
鉄
道
が
他
業
を
経
営
す
る
こ
と

を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
田
川
採
炭
会
社
を
解
散
し
、
福
島
良
介
が
経
営
す

る
田
川
炭
鉱
と
な
っ
た
が
、
実
態
は
豊
州
鐵
道
内
の
鉱
業
部
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

豊
州
鐵
道
株
式
會
社
社
長
で
あ
っ
た
松
本
重
太
郎
が
千
早
正
次
郎
を
「
田
川
炭
鉱
採

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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炭
部
長
ヲ
命
ス
」
と
し
た
明
治
二
八
年
七
月
一
日
付
の
辞
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

正
次
郎
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
は
苗
木
の
家
族
を
田
川
に
呼
び
寄
せ

て
い
た
。

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
、
帝
国
議
会
第
六
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
地
方
の
有
志
や
会
社
の
部
下
達
が
正
次
郎
を
候
補
者
と
し
、
当
選
し
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
選
挙
違
反
と
し
て
検
挙
さ
れ
た
者
が
多
く
出

た
た
め
に
、
正
次
郎
は
当
選
を
辞
退
し
て
い
る
。
第
六
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
と

き
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、『
重
畳
』
で
は
反
対
派
の
陰
謀
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
何
が
あ
っ
た
の
か
は
当
時
の
記
録
を

精
査
し
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
事
件
を
記
し
た
『
重
畳
』
の
中
で
、
正
次
郎
は
「
長
府
の
本
邸
に
帰
っ
た
」

と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
家
族
を
田
川
に
呼
び
寄
せ
た
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）

年
以
降
総
選
挙
の
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
時
期
に
、
長

府
に
居
を
構
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
西
尾
・
宮
地
論
文
」
で
は
、
こ
の
長

府
在
住
の
士
族
と
い
う
こ
と
で
、
苗
木
藩
出
身
の
正
次
郎
と
は
別
人
で
あ
る
と
記
述

し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
後
長
府
で
別
の
場
所
に
転
居
し
て
い
る
が
、
移
転
後
の
場
所
は
、
現
在
は
下

関
市
立
歴
史
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
筑
豊
の
田
川
炭
鉱
で
仕
事
を
し
な
が

ら
、
な
ぜ
山
口
県
の
長
府
に
居
を
構
え
た
の
か
、『
重
畳
』
で
は
そ
の
理
由
は
さ
だ
か

で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
会
社
の
重
役
た
ち
と
の
衝
突
に
加
え
、
こ
の
選
挙
事
件
で
正
次
郎
は

退
職
を
決
め
、「
採
炭
部
長

　
千
早
正
次
郎

　
依
願
解
職

　
明
治
三
十
一
年
九
月
廿
一

日
　
豊
州
鐵
道
株
式
會
社
」
の
辞
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
田
川
炭
鉱
は
、

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
三
井
が
買
い
取
っ
て
い
る
。

（
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）

（
16
）

（
17
）（
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五
　
御
徳
炭
鉱

田
川
炭
鉱
を
辞
し
た
正
次
郎
は
東
京
で
山
本
権
兵
衛
伯
と
会
い
、
海
軍
の
予
備
炭

田
御
徳
炭
鉱
の
経
営
に
つ
い
て
打
診
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
正
次
郎
は
、
予
備
炭

田
の
隣
坑
を
御
徳
炭
鉱
と
し
て
経
営
し
て
い
た
堀
三
太
郎
と
会
い
、
予
備
炭
田
の
模

様
を
尋
ね
る
こ
と
と
し
た
。

す
る
と
堀
三
太
郎
か
ら
「
予
備
炭
田
の
左
側
に
赤
地
炭
鉱
が
あ
り
、
右
側
に
堀
の

御
徳
鉱
が
あ
る
。
そ
の
裏
面
に
赤
池
炭
鉱
が
あ
る
。
こ
れ
ら
三
炭
鉱
の
炭
層
は
皆
予

備
炭
田
の
上
層
に
位
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
三
炭
鉱
か
ら
の
進
掘
は
免
れ
な
い
。
赤
池

を
除
く
の
他
は
三
、
四
年
に
し
て
採
掘
を
終
わ
り
こ
れ
ら
が
廃
坑
と
な
る
時
は
こ
の

坑
内
の
水
は
悉
く
海
軍
炭
鉱
に
流
注
す
る
。
だ
か
ら
周
囲
の
炭
鉱
が
採
掘
中
に
事
業

を
開
始
し
な
い
と
予
備
炭
田
は
非
常
な
排
水
装
置
を
為
さ
な
い
と
採
掘
す
る
事
は
難

し
い
。
然
る
に
僅
か
三
、
四
十
万
ト
ン
を
含
有
す
る
炭
田
に
対
し
て
多
額
を
要
す
る

の
み
な
ら
ず
、
生
産
費
も
嵩
み
石
炭
は
採
掘
し
得
る
も
収
支
償
わ
ず
大
損
失
を
招
く
。

数
年
来
、
各
方
面
の
人
に
こ
の
解
放
を
出
願
す
る
の
も
海
軍
省
で
は
如
何
な
る
理
由

が
あ
ろ
う
と
も
頑
と
し
て
解
決
し
な
い
。
だ
か
ら
自
分
（
堀
）
は
解
放
を
出
願
す
る

事
な
き
も
そ
の
地
表
は
悉
く
私
の
所
有
な
れ
ば
、
何
人
か
解
放
の
許
可
を
得
る
も
私

を
除
外
し
て
事
業
を
起
こ
す
事
は
出
来
な
い
」
と
の
説
明
を
受
け
た

正
次
郎
が
堀
三
太
郎
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
山
本
伯
に
報
告
す
る
と
、
山
本
伯
は
速

や
か
な
採
掘
が
得
策
で
あ
る
と
し
て
、
正
次
郎
に
「
書
面
を
海
軍
大
臣
に
宛
て
て
提

出
す
べ
き
だ
。
そ
の
時
は
私
は
関
係
当
局
に
、
君
と
協
議
す
べ
き
だ
と
命
じ
る
」
と

し
て
採
掘
を
勧
め
た
と
い
う
。
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
一
月
に
御
徳
炭
鉱
の
経

営
が
始
ま
る
の
で
、
山
本
伯
や
堀
三
太
郎
と
の
や
り
と
り
は
、
豊
州
鐵
道
を
退
職
し

た
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
後
半
か
ら
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
の
こ
ろ
の
時

（
19
）

（
20
）
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期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

予
備
炭
田
の
解
放
を
求
め
る
多
く
の
運
動
が
あ
る
な
か
で
、
な
ぜ
正
次
郎
と
堀
三

太
郎
が
御
徳
炭
鉱
を
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
は
、『
重
畳
』
か
ら
は
、
正
次
郎

が
海
軍
に
知
己
が
多
か
っ
た
こ
と
、
田
川
炭
鉱
経
営
の
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
山
本

権
兵
衛
が
評
価
し
、
そ
の
力
が
あ
っ
た
よ
う
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
西
尾
・
宮
地
論
文
」
で
は
、「
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
六
月
六
日
付
で
明
治

三
二
年
勅
令
二
二
九
号
が
出
さ
れ
た
。
松
方
正
義
大
蔵
大
臣
と
山
本
権
兵
衛
海
軍
大

臣
が
輔
弼
の
署
名
を
し
、「
海
軍
炭
礦
採
掘
ノ
請
負
及
採
掘
ヨ
リ
生
ス
ル
粗
悪
炭
並
ニ

粉
炭
ノ
払
下
ハ
競
争
ニ
付
セ
ス
、
随
意
契
約
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
内
容
の
も

の
で
あ
っ
た
」
こ
と
や
、「
先
述
の
よ
う
に
海
軍
省
は
、
あ
く
ま
で
も
堀
三
太
郎
を
保

証
人
と
し
つ
つ
、
直
接
の
請
負
契
約
者
は
千
早
正
次
郎
と
し
て
い
た
」
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
背
後
で
、
海
軍
時
代
か
ら
の
正
次
郎
と
山
本
権

兵
衛
と
の
人
間
関
係
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
山
本
権
兵
衛
や
海
軍
に
何
か
記
録
が
残
さ
れ
て
い
れ
ば
な
か
な
か
興
味
深
い

こ
と
が
分
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
正
次
郎
が
堀
三
太
郎
に
会
っ
た
と
き
に
堀
三
太
郎
が
予
備
炭
田
の
「
地
表

は
悉
く
私
の
所
有
な
れ
ば
」
と
言
っ
た
旨
記
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
所

有
権
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
を
調
べ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
正
次

郎
と
「
最
も
海
軍
予
備
炭
田
と
の
関
わ
り
が
薄
か
っ
た
堀
三
太
郎
」
が
、
海
軍
か
ら

選
ば
れ
て
採
炭
す
る
に
至
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
、
正
次
郎
と
堀
三
太
郎
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
重
畳
』
で
は
「
私
は
一
面
の

識
が
あ
る
の
で
堀
を
東
京
に
招
き
具
に
海
軍
予
備
炭
田
の
模
様
を
聞
く
」
と
あ
る
だ

け
で
、
ど
の
よ
う
な
面
識
が
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
正
次
郎
の

田
川
炭
鉱
時
代
に
何
か
し
ら
の
接
触
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ

（
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）

（
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）

（
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）

（
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も
、
堀
三
太
郎
に
何
ら
か
の
記
録
が
あ
れ
ば
、
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
。

正
次
郎
は
約
五
年
間
に
わ
た
っ
て
御
徳
炭
鉱
の
仕
事
を
し
た
が
、
一
九
〇
五
（
明

治
三
八
）
年
に
水
害
の
被
害
が
甚
大
と
な
り
、
正
次
郎
自
身
の
病
気
も
あ
っ
て
、
事

業
を
堀
三
太
郎
に
譲
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
西
尾
・
宮
地
論
文
」
に
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
九
月
二
一
日
付
け
で
御
徳
炭
鉱
は

堀
三
太
郎
へ
と
払
い
下
げ
ら
れ
る
」
こ
と
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

正
次
郎
は
し
ば
ら
く
長
府
で
療
養
を
続
け
る
が
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
の

第
一
〇
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
岐
阜
市
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
と
き
に
長
府
の
邸

宅
を
売
り
払
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
千
早
正
次
郎
の
九
州
時
代
は
終
わ
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

六
　
お
わ
り
に

以
上
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
早
正
次
郎
は
長
府
に
住
ん
だ
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
時
期
は
一
八
九
〇
年
代
か

ら
一
九
〇
八
年
に
か
け
て
で
あ
り
、
す
で
に
明
治
の
世
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
長
府
に
住
ん
で
い
た
士
族
で
は
あ
っ
た
が
、
長
府
藩
と
は
何
の
関
係
も
な
く
長

府
藩
士
で
は
な
い
。

千
早
正
次
郎
は
、「
岐
阜
県
出
身
で
海
軍
主
計
学
校
を
卒
業
後
に
海
軍
大
主
計
な
ど

を
経
て
九
州
田
川
炭
坑
会
社
の
総
支
配
人
や
代
議
士
を
歴
任
し
た
同
姓
同
名
の
千
早

正
次
郎
（
一
八
五
六－

一
九
三
八
）」
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
な
お
、
千
早
正
次
郎
は
苗

木
藩
士
で
あ
っ
た
者
の
子
で
あ
り
江
戸
か
ら
苗
木
に
移
り
住
み
藩
の
銃
士
と
な
っ
て

い
る
が
、
す
ぐ
に
廃
藩
置
県
で
苗
木
藩
は
苗
木
県
と
な
り
藩
の
職
を
失
っ
て
い
る
の

で
「
藩
士
」
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
25
）
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苗
木
と
九
州
の
炭
鉱
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
に
放
映

さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
花
子
と
ア
ン
」
に
か
か
わ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
あ
る
。「
花
子
と
ア
ン
」
に
出
て
く
る
葉
山
蓮
子
は
、
大
正
時
代
か
ら
昭
和
に
か

け
て
の
歌
人
柳
原
白
蓮
（
燁
子
）
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
が
、
白
蓮
は
九
州
の
炭
鉱

王
伊
藤
伝
右
衛
門
の
妻
で
あ
っ
た
。
白
蓮
が
伊
藤
伝
右
衛
門
の
妻
と
な
っ
た
の
は
一

九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
な
の
で
、
正
次
郎
は
す
で
に
九
州
を
去
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
白
蓮
と
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
伊
藤
伝
右
衛
門
と
の
面

識
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
柳
原
白
蓮
は
、
各
地
で
の
講
演
活
動
の
な
か
で

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
五
月
一
六
日
に
苗
木
を
訪
れ
て
お
り
、
同
年
暮
れ
に
苗

木
城
に
歌
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
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二
六
頁
。

（
12
）  

千
早
保
之
（
二
〇
二
〇
）
二
八
頁
。

（
13
）  

井
上
馨
が
大
隈
重
信
を
抑
え
て
会
社
が
成
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
隈
重
信
や

井
上
馨
側
の
資
料
を
確
認
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
14
）  

渋
沢
栄
一
記
念
財
団

　
渋
沢
栄
一
関
連
会
社
名
・
団
体
名
変
遷
図

　
田
川
採
炭
（
株
）

 
https:// eiichi.shibusaw

a.or.jp/ nam
echangecharts/ nam

es/ view/1104

（
15
）  

千
早
保
之
（
二
〇
二
〇
）
四
一
頁
。

（
16
）  

千
早
保
之
（
二
〇
二
〇
）
五
六
頁
。

（
17
）  

千
早
保
之
（
二
〇
二
〇
）
五
八
頁
。

（
18
）  

田
川
市
編
（
二
〇
一
〇
）「
炭
都
田
川
の
隆
盛
」

 
https:// w

w
w

.joho.tagaw
a.fukuoka.jp/ kiji00351/ index.htm

l

（
19
）  

千
早
保
之
（
二
〇
二
〇
）
六
〇
頁
。

（
20
）  

千
早
保
之
（
二
〇
二
〇
）
六
一
頁
。

（
21
）  

西
尾
典
子
・
宮
地
英
敏
（
二
〇
一
五
）
三
五
頁
。

（
22
）  

西
尾
典
子
・
宮
地
英
敏
（
二
〇
一
五
）
三
六
頁
。

（
23
）  

西
尾
典
子
・
宮
地
英
敏
（
二
〇
一
五
）
三
六
頁
。

（
24
）  

千
早
保
之
（
二
〇
二
〇
）
六
〇
頁
。

（
25
）  

西
尾
典
子
・
宮
地
英
敏
（
二
〇
一
五
）
三
六
頁
。

（
26
）  

Ｎ
Ｈ
Ｋ

　
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
花
子
と
ア
ン
」

 
https:// w

w
w

6.nhk.or.jp/ dram
a/ pastprog/ detail.htm

l?i=
hanako

（
27
）  

中
津
川
市

　《
苗
木
城
跡
を
歩
く
23
》
柳
原
白
蓮
の
歌
碑
（
二
〇
二
三
）

 
https:// w

w
w

.city.nakatsugaw
a.lg.jp/ m

useum
/ t/ archives/ nagijyoatow

oa -

ruku/22719 .htm
l

 

「
城
あ
と
に

　
や
か
た
も
人
も

　
い
ま
な
く
て

　
か
た
る
は
何
ぞ

　
山
鳥
の
声
」（
白
蓮
）
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